
小美玉市水道事業　経営戦略【見直し】（概要版）

💎　経営戦略見直しの目的 💎　水道事業の現状と課題の分析結果

　　本市では２０１９（令和元）年度に、現状における水道事業の課題を抽出し、将来像（理想像）を実 ☆ 料金収入の対象となる有収水量は、給水人口の減少や節水型社会の進展により減少しています。

　現するための基本方針を定め、水道事業の着実な運営を目指して、「小美玉市水道事業経営戦略」を策 ☆ 既存水道施設および管路等の老朽化が進行しています。安定した水の供給や災害に強い水道を整備するため

　定しました。 　 にも、耐震化の推進が求められています。なお、導水管の石綿セメント管は全て更新が完了しています。

　　この経営戦略は、２０１４（平成２６）年８月の総務省からの通知「公営企業の経営に当たっての留 ☆ 建設工事費の財源を企業債から継続的に借入しているため残高は大きい状況にあります。令和６年５月に水

　意事項について」に示されているもので、各公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくた 　 道料金を改定したことから、企業債の抑制とあわせて収支のバランスを考慮した経営に努めます。

　めの中長期的な経営の基本計画となるものです。 ☆ 経年劣化した設備や管路は増加することから、更新への投資は増大していくことになります。実際の老朽化

　　さらに、経営戦略はＰＤＣＡサイクルを通じて質を高めていくことが求められており、３年から５年 　 状態を把握し、重要性に配慮して優先順位を決め、事業の平準化と財源の確保を両立させ計画的に行ってい

　以内の見直しを行うことが重要となります。「新経済・財政再生計画改革工程表２０２１」（令和３年 　 ます。

　１２月２３日経済財政諮問会議決定）においても、経営戦略の見直し率を２０２５（令和７）年度まで ☆ 運営体制のあり方を中長期的に計画し、水道施設を効率的に管理するとともに持続可能な水道事業経営を行

　に１００％とすることとされています。このような経緯から、中長期的な視点から経営の健全化に取り 　 っていきます。

　組み、安定した事業の継続を可能にすることを目的に経営戦略を見直します。

💎　経営戦略の基本方針

💎　計画期間 　　小美玉市水道事業の経営戦略としての基本方針は、小美玉市水道事業水道ビジョンで定めた将来像（理想

　像）「信頼を次世代につなぐ水道」として、「安全」、「強靭」、「持続」の３つの視点から、さまざまな

　課題を解決し、安定的な事業運営を行っていきます。

💎　料金体系

　　本市の水道料金は、水道事業統合後に水道料金を統一し、平成２６年４月及び令和元年１０月の消費

　税率の引き上げに伴い水道料金の改定を行いました。そして、令和６年５月には、将来にわたって健全

　な水道事業経営による安定的な水道水の供給を実現するために水道料金を改定いたしました。

　　改定後の水道料金は、約２０％増加し基本料金３,６８５円（2ヶ月20㎥まで）に超過料金（１㎥ごと

　に）を加え、量水器の使用料を加算したものになります。

　　参考までに、茨城県内の水道料金の比較表、近隣水道事業体との料金比較表を掲載します。

小美玉市水道料金 （令和6年5月1日改定：税込み）

💎　経営健全化に向けた取組み

（１）施設の統廃合と縮小に関する事項

　　・安全で安定した給水を行うために耐用年数を考慮し、実際の老朽化の状態を把握した上で、計画的に老

茨城県内水道料金の比較（口径20mm：1ヶ月20㎥当り、税込） 　　　朽化施設の更新を行います。

　　・給水人口の減少等により給水量の減少が予想されることを踏まえ、維持管理の効率化、施設利用率の向

　　　上、管理費用の低減を図るため、水道施設のダウンサイジングを検討します。

　　・茨城県水道事業の広域化に伴い水源を受水する場合には、地下水源の縮小あるいは廃止が考えられます。

　　　上位の計画に対しては長期的に広い視野を持って柔軟に対応を検討します。

（２）財源に関する事項

　　・令和６年５月に水道料金の改定を行い、新たな料金体系での水道事業経営が始まりました。今後も水道

　　　施設の耐震化や更新などにより建設改良費が増加すると考えられますが、収入の増加による資金管理に

　　　悪い影響が出ないように注意し、補助金等の確保に努めるとともに、企業債を計画的に財源に組み入れ

　　　ていきます。

（３）民間の資金・ノウハウの活用に関する事項

　　・現在、検針業務、収納業務、水質検査等は、個別委託を行っており、浄水場等の運転管理や点検業務等

　　　の施設管理は、民間への包括委託で行っています。今後もより効率的で、より良いサービスが提供でき

小美玉市の水道料金は、県内42事業体のうち低い方から15番目の位置になります。 　　　るように努めます。

3,685円 　21㎥～40㎥ 220.0円

No.1

φ13mm

基本料金(2ヶ月)

　80㎥超 286.0円 φ25mm 363.0円

従量料金(1㎥につき) 量水器使用料

198.0円

　41㎥～80㎥ 264.0円 φ20mm 330.0円

20㎥まで

計画期間：２０２０（令和２）年度～２０２９（令和１１）年度

見直し：２０２４（令和６）年度

小美玉市水道事業の将来像（理想像）

信 頼 を 次 世 代 に つ な ぐ 水 道

安全「いつでも安心で安全な水道」

強靭「災害に強い水道」

持続「安定した供給と事業経営」
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（４）情報公開に関する事項 　　５）収益的収支

　　・水道事業運営への理解や透明性の確保の観点から、ホームページ等を利用した情報公開に努めます。 　　　　　令和元年度作成の経営戦略では、令和７年度に収支がマイナスになると推計していましたが、実際

（５）広域化に関する事項 　　　　には令和５年度にマイナスになっています。また、経営健全化計画で令和４年度に予定した料金改定

　　・水道事業は、市町村運営、独立採算が原則となっていますが、運営基盤の強化を図るための効率化 　　　　は、令和６年度になり収益的収入は増加していますが、物価の上昇等により収益的支出も増加傾向に

　　　という観点から、本市においても県が主導する「茨城県水道ビジョン」については柔軟に対応して 　　　　あり、収支としては減少傾向になります。

　　　いきます。

（６）組織等に関する事項

　　・小美玉市の水道を担当する部署は、全職員数９名（令和５年度）により業務、管理が一体となって

　　　事業運営の効率化を図っています。

　　・職員の意欲を向上させ、持続可能な組織を構築するため、研修会への参加など水道事業に関する技

　　　術習得、資質の向上に努め、人材の育成および専門知識や技術の継承に取り組みます。

💎　投資・財政計画

（１）投資財政計画の見直しについて

　　・前回の投資財政計画は、２０１８（平成３０）年度までの実績を基に２０２０（令和２）年度から 　　６）資本的収支

　　　２０２９（令和１１）年度までを計画しましたが、今回は、２０２３（令和５）年度までの実績を 　　　　　令和元年度作成の経営戦略では、財源不足の懸念から資本的支出（投資）を抑える計画でしたが、

　　　基に見直しを行います。なお、財政計画では料金改定を反映させたものとします。 　　　　実際は水道施設の更新需要により増加しています。また、資本的収入も増加していますが、更新需要

　　・経営健全化計画で当初予定していた令和４年度の料金改定は、コロナ等の社会情勢に配慮して２年 　　　　に加えて人件費と物価の上昇による投資の増加は避けられないと予想される状況にはありますが、今

　　　後の令和６年度に改定としたことにより、計画していた収益定収入（水道料金収入等）より約２億 　　　　後の経済状況に留意しつつ、様々な情報収集に努めて反映させていきます。

　　　７千万円の減となりました。また、水道施設の更新費用として計画していた資本的支出（建設改良 　　　　

　　　費等）は、２０２４（令和６）年度から２０２６（令和８）年度で約５億５千万円の増となります。 　　　　

　　　この状況は、計画よりも収入が少なく、投資は大きくなっているので厳しい水道事業経営が予測さ

　　　れます。そのため、経営健全化作成時に検討していた企業債の借入額の割合等を再考する必要があ

　　　ると考えます。

（２）投資計画

　　・２０２５（令和７）年度から２０２７（令和９）年度は、直近の事業として予定しているものを投

　　　資計画とします。

　　・２０２８（令和１０）年度以降の投資計画については、水道施設や設備及び配水管等の更新需要が

　　　増加しており、早急に対応する必要が生じるものも出てくることから、その状況に応じて臨機応変 　　７）企業債

　　　に行動可能にするため、年間事業費を５億円程度に設定します。 　　　　　令和元年度作成の経営戦略では、過去の投資により企業債残高は５０億前後を推移していくと予想

（３）財政計画 　　　　されていましたが、見直しによると５７億前後を推移していくと考えられます。

　　１）国庫補助金 　　　　　企業債償還金は、同じような勾配線となりますが、見直しにより多少の増加がみられます。また、

　　　　　配管については、小川地区石綿管更新事業（補助率1/2）について補助金を見込みます。その 　　　　資金残高は令和１１年度までは８億円前後を推移すると予想されます。

　　　　他の事業については情報収集に努めます。

　　２）企業債

　　　　　事業費の80％を借入として、償還期間30年（内 5 年間元金償還据置）、年利率2.0％とします。

　　３）内部留保資金

　　　　　水道事業を安定して運営するため、企業債償還金程度の３～３.５億円を確保とします。また、

　　　　給水収益と同額程度を目標とします。

　　４）給水収益

　　　　　安定した水道水を供給するためには、水道事業を健全に経営するとともに継続に必要な財源の

　　　　確保が求められます。このことを実現するため、令和６年５月に水道料金を改定し、本年度から

　　　　の給水収益が増加する見込みとなりました。
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